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第３章 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域 

（法第１０条、第２６条） 

 

（宅地造成等工事規制区域） 

法第１０条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅

地造成、特定盛土等又は土石の堆積（以下この章及び次章において「宅地造成等」と

いう。）に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地

の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第

５項及び第２６条第１項において「市街地等区域」という。）であつて、宅地造成等に

関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指

定することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等工事規制区域を指定しようとすると

きは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

３ 第１項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければ

ならない。 

４ 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当

該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなけ

ればならない。 

５ 市町村長は、宅地造成等に伴い市街地等区域において災害が生ずるおそれが大きい

ため第１項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出

ることができる。 

６ 第１項の指定は、第４項の公示によつてその効力を生ずる。 

（特定盛土等規制区域） 

法第２６条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅

地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他

の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当

該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う

災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者（第５項及び第４５条第１

項において「居住者等」という。）の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きい

と認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により特定盛土等規制区域を指定しようとするときは、

関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

３ 第１項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければ

ならない。 

４ 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当

該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければ
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ならない。 

５ 市町村長は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害により当該市町村の区域の居住

者等の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいため第１項の指定をする必要

があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。 

６ 第１項の指定は、第４項の公示によつてその効力を生ずる。 

（宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示） 

省令第5条  法第１０条第４項（法第４５条第３項において準用する場合を含む。）の

規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造

成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うも

のとする。 

 一 市町村（特別区を含む。）、大字、字、小字及び地番 

 二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向 

 三 平面図 

（特定盛土等規制区域の指定等の公示）  

省令第５７条 法第２６条第４項の規定による公示は、第５条に規定するところにより

行うものとする。この場合において、同条中「宅地造成等工事規制区域又は造成宅地

防災区域」とあるのは「特定盛土等規制区域」と読み替えるものとする。 

 

〈解説〉 

１ 規制区域 

法は、盛土等に伴う災害から人命を守るため、都道府県知事等が、

危険な盛土等を規制する区域を指定できる旨規定しています。 

宅地造成等工事規制区域（以下「宅造区域」という。）は、市街地

や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼし

うるエリアを指定します。 

特定盛土等規制区域（以下「特盛区域」という。）は、市街地や集

落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及

ぼしうるエリアを指定します。 

 

２ 埼玉県における規制区域の指定状況 

  埼玉県における規制区域は、図１-３-１のとおりです。 

 

 

 

埼玉県における規

制区域の指定は、さ

いたま市、川越市、

川口市、越谷市を除

く全域を埼玉県知

事、それ以外は各市

長が行っています。 
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図 1-3-1 埼玉県における規制区域の指定状況 

 


